
※実績ほう賞

戸別回収のエリア制は、令和２年度に試行的な取り組みを行い、その結果を勘案したうえで、令和３年４月か
ら本格的に導入した。
エリア制により、粗大ごみは１台あたりの件数を西側２６件、東側２４件に増加することができた。その結果、配
車する台数を変更することなく、１か月あたりの回収件数を約６０件（約３台分）増加できるようになり、予約受
付から回収までに要する期間を短縮することができた。
※１台あたり２名の職員が従事するため、月間で３台６名分の削減効果。
　草木類については、件数の上限は変更していないが、従前から回収の合間に実施している自治会の草木類
置場や小中学校の草木類回収の需要が増加しても遅滞なく回収できる体制を構築することができた。
　今後も引き続き、回収の効率化や市民の満足度向上につながるよう対象エリアの見直しなどに取り組んでい
く。

粗大ごみ及び草木類の戸別回収は、市内全域を対象エリアとして予約制での回収を行って
いる。１日の回収件数は、１台あたり粗大ごみは２２件、草木類は２０件を上限とし、粗大ご
みは１か月に２０台（４４０件回収）、草木類は季節を考慮しながら１か月に８～１６台（１６０
～３２０件回収）ほど配車している。
　従前から戸別回収の需要は増加傾向にあったが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り片付けごみが増加したことや、草木類資源化の認知度向上により、予約件数が大幅に増
加したことで、通常時は１～２週間以内の回収が可能であったが３～４週間後の回収となる
状態になってしまった。
　この対応策として、市内全域としていた回収エリアを東西に２分割し、対象範囲を限定する
ことで移動に係る時間的なロスを削減するとともに１台あたりの回収件数を増加し、戸別回
収の効率化を図った。
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